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「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 40 条第 2 項の規定により読み替えて適用される同法

第 10 条第 1項に基づく環境保全の見地からの愛知県知事意見とそれに対する見解は、表 9-1(1)～

(2)に示すとおりです。 

表 9-1(1) 愛知県知事意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解
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表 9-1(2) 愛知県知事意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解


